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道路後退基準
　区画道路の現況幅員が指定幅員未満の場合は、道路中心線から指定幅員
の２分の１だけ後退した線を道路境界線とする。ただし、地形等（がけ地、川、
線路敷地その他これらに類するもの）により、道路反対側への後退が困難な
場合は、道路反対側の境界線から指定幅員だけ後退した線を道路境界線と
する。
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